
【研究論文】

中学校教授要 目 (1902(明治 35)年)の制定に伴 う

r国文学史J親の確立

- 明治 2 0 年代と 3 0 年代の ｢国文学史 ｣テクストの比較から -

八木 雄一郎

1. は じめに

1-1.問題 の所在

国語科における ｢古典｣概念の形成過程を究明 していく上で､1902(明

治 35)年の中学校教授要 目 (以下､ ｢要 目｣と略記)は､多角的な考察が

求められ る指標 となる｡ このとき国語及漠文科の一科 目として設置 された

｢国文学史｣が､その機能 として ｢古典｣の役割 を担っていた と考えられ

るためである｡

この要 目において ｢講読｣は､その範囲を今文､近世文､近古文に限定
している｡ これは､上古文､中古文を ｢国語｣ (日常的に使用す る言語文

章)の規範 としては扱わない とい う方針を明示 したことを意味 している｡

そ してこの措置によって､上古文および中古文は､結束的に ｢国文学史J

の中でのみ扱われ ることになった｡ こうして ｢国文学史｣は､ ｢国語｣ と

は必ず しも見なされない文章群 (すなわち ｢古典｣)を扱 う役割を担 うこ

とになったのである｡要 目における ｢国文学史｣の規定は､ ｢主要ナル文

学時代 顕著ナル文学者 顕著ナル著作物 各種ノ文体､歌体 国文学史
ヲ授 クルニハ我国ノ漢学ヲモ度外二置 く-カラス又上古文学 ノー斑ヲモ窺

ハシム-シ｣ とい うものであ り､そこには決 して ｢古典｣ とい う文言は見

られないが､このように科 目相互の関連性 を分析 してい くと､ ｢国語｣ と

しての ｢講読｣に対 して､ ｢古典｣ として ｢国文学史｣が機能 していた と

考えられ るのである1｡

しか し､この ｢国文学史｣が実際にどのような目的 と内容 (構成)を備

えた科 目であったのかについては､いまだに検証がなされていない｡上述

のよ うに､科 目相互の関連性か ら､つま り形態的な側面か ら､それが r古

典｣ としての機能を担っていた ところまでは推察が及んでいる｡ さらに､

要 目制定以降､教育雑誌上な どにおいて ｢国文学史｣を採 り上げる論稿は

多数存在す るため､いわば論壇上における ｢国文学史｣論か らその 目的や

方向性などを分析す ることは可能である｡ しか し､具体的に教科書の レベ

ルにおいて､ ｢国文学史｣の 目的 と内容を分析 した先行研究は見受けられ

ない｡ ｢国文学史｣が ｢古典｣ とし<の機能を担っていたことを論 じるた
めには､形態的な側面に加 えて､教科書などに基づ く実質的側面か らの分

析 と考察が求められるはずである｡そのような作業によっては じめて､要
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日とい う法令 によって規定 され るところの ｢国文学史｣の実際 が明 らかに

なるだろ う｡

1･2.研究の 目的 と∴方法
そ こで本稿 においては､教科書検定を通過 した ｢国文学史｣ テクス ト群

を資料 として用いなが ら､ヰ 学校教授要 目における ｢国文学史｣の実態 を

明 らかに していきたい｡ この考察は､明治 20年代 に刊行 され た ｢国文学

史｣テ クス ト群 と明治 30-40年代に刊行 されたそれ らとの比較 を通 して

行 うことにす る｡要 目によって どのよ うな ｢国文学史｣観が形成 されたの

か とい うことを知 るためには､要 目以前に刊行 され たテクス ト群 との共通

点 と相違点を検証す ることが有効な方法であるためである｡

明治 20年代のテキス ト群 として本稿において採 り上げるのは､要 目の

原案 となった 1898(明治 31)年の 『尋常中学教科細 目調査報告』 (以下､

｢細 目｣と略記)において国語科調査委員を務 めた､上 田万年､芳賀矢-､

高津鍬三郎､小中村義象による ｢国文学史｣であ号｡ この四名 はいずれ も
明治 20-30年代にかけて､国語教育に関連す る種 々の著書 J論稿 を発表

してい る人物であ り､ この時期の国語教育観 の形成 に大きな影響力 を持っ

た と考 えられ る.そ してこの四名はいずれ も ｢国文学史｣に関連す る著作

を残 している｡詳細は次節以降で述べるが､四名 の ｢国文学史｣か らは､

明治 20年代の ｢国文学史｣の多様性が浮かび上がって くる｡ それ を踏ま

えた上で､明治 30-40年代において､教科書検定 とい うフィル ター を通

過 した後の ｢国文学史｣テクス ト群の傾向を分析 してい くこととす る｡

2.明治 20年代における ｢国文学史｣の多様性

2･1.構成法の側面か ら

上 田万年が 1890(明治 23)年に刊行 した 『国文学』は､師範学校用の

教科書 として検定を通過 している｡ この緒言 においては､上田は､従来の

国学者たちが上古や 中古の文献ばか りを研究対象 としてきたことを批判 し

鎌倉 ･室町以降に発達する ｢戦記随筆謡文院本小説俳詣狂歌等｣ も研究対

象 として認知す るよう求めている｡

その構成上の特徴は､近世か ら時代を遡ってい く点にある｡ 『国文学』

巻之-の 目次は､冒頭か ら順に以下のよ うな文献が挙げ られている｡

御誓文､後展翰､~軍人-の勅諭､遷都の議 (大久保利通)､欧州 よ り

帰 り言 を述 る書 (木戸孝允)､長歌三首 (佐久間象 山)､旅 ごろ も (良

代弘賢)､王室之事 (中井竹山)､常陸帯序 (藤 田東湖)､中江藤樹

の伝 (伴高段)､近世 ノ儒者 ヲ論ス (平 田篤胤)､人に与 る書 (吉田

松陰) -･短歌春之部､短歌夏之部､御旗本 中心得書 (松平定信)､

古戦場 (上田秋成)･- (以下略)

この よ うに､五ヶ条の御誓文のような明治初期の文章を筆頭に､近世の儒

者や 国学者 の文章が巻頭か ら連なっている｡ このよ うな構成 を採 った経緯

を上 田は以下のよ うに説明 している2｡

この一期 の文学 を渉猟 し如何 に して容易 に且つ効果 を見 るべ く教揺

せ ん といふ にあた りては世 は大に思慮 を費 した り記伝序政 等 の宝_壁_

星 による も和文和漢混清文和歌狂歌等の文の体 によるも或 は本居宣
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長 香川 景樹等 の作者 の順序 に よる も皆各一長一短 あ るを発 見 し予 は

大胆 に も滋 に左 の如 き編纂法 を用 ゐた り｡即 ち泰西の高等読本体 と彼

の小 文学史休 とを混清せ るもの に して初 には種 々の記者 に よ りて作

られ た る種 々の散文 韻文 を種 々 に排 列 し興 味 を加 - て生徒 に比等 を

説 明 し其能 く慣熟す るを侯 ちて比等 を基礎 と して八十年 間の文 学栄

達の跡 を示 さん とす ること是れな り (下線筆者 ､以下同様)

ここか らわかるのは､ この当時､文学史テ クス トの編纂法 には複数の選択

肢が存在 したことである｡結果的 に上 田は､ ｢泰西の高等読本 体｣ と ｢小

文学史体｣ との ｢混清｣ とい う発想 に基づ く編集 を行 った としているが､

それ は ｢文の類｣､ ｢文の体｣､そ して ｢作者 の順序｣ に基づ く排列 とい

う種 々の構成法 を比較 した上での判断であることが述べ られて いるのであ

る｡

この上 田の区分 に従 えば､ ｢作者 の順序｣による構成法 を採 ってい るの

が 1890 (明治 23)年刊行の芳賀矢一 ･立花銑三郎編 『国文学読本』であ

る｡芳賀 らの 目次の一部 を以下に紹介 したい｡

○緒論

○柿本人麿

過近江荒都時作歌

高市皇子尊上城夜宮之時作歌

○ 山部赤人

望不尽 山作歌一 首並短歌

神色元年 甲子冬十月十五 日章紀伊 国時作歌並短歌

○紀貫之

土佐 日記

(中略)

○阿仏尼

十六夜 日記

○北畠親房

神皇正統記

○吉 田兼好

徒然草

(以下略)

この よ うに､各時代の代表的 な作者 をまず大項 目として立て､上代か ら

時代順 に排列 させ るとい う構成 になってい る｡

1892 (明治 25)年刊行の小 中村義象 ･増 田干信編 『中等教科 日本 文学

史』 は､当時の文学史テキス トの構成法の多様性 を伺 わせ るものである｡

その構成 は以下の通 りである｡

第一 総論

第二 学校

(-)大学 (二)国学 (三)私学 (四)幕学 (五)藩学

第三 学術

(一)漢学 (二)和学 附神道 (三)洋学 (四)音楽 附語学 (五)

医学 附本 草 (六)暦学 附天文 漏刻 (七)算学 (八)苦学 (九)

画学

第 四 文字 附仮字
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(-)仮字

第五 文章

(-)和文 (二)漢文

第六 歌

(-)連歌 (二)俳語

第七 詩

第八 歴史

第九 小説

同書は､ ｢文学史｣テクス トの内容 として ｢学校｣ ｢学術｣ ｢文字｣ とい

った ものが大項 目として立て られ､排列がな されているところに特徴があ

る｡ ここには､ ｢学校｣ ｢学術｣ といった もの も ｢文学 (史)｣ と して取

り込 も うとす る､非常に広い文学史観が見 られ るC

以上の三者に対 して､三上参次 ･高津鍬三郎 『日本文学史』 の構成 は､

その大項 目は､ ｢奈良｣ ｢平安｣ ｢鎌倉｣ とい う時代区分に よってカテゴ

ライズ され ている｡

総論

第一編 日本文学の起源及び発達

第二編

第三編

第四篇

第五篇

第六篇

次節 におい

代以降の ｢

年代 におい

奈良朝の

平安朝の

鎌倉時代

南北朝及

江戸時代

て述べ るよ

国文学史｣

ては､三上

文学

文学

の文学

び室町時代の文学

の文学

うに､このよ うな時代区分による構成が明治 30年

テキス トのスタンダー ドとなる｡ しか し､明治 20
･高津式の構成法だけではな く､様々な観点に基づ

く構成 の試みがあったことが時代的特徴 として挙げ られ るだろ う｡

2-3.目的論の側面か ら

鈴木貞美 (1998)は多 くの ｢国文学史｣テクス トが刊行 され るこ とにな

った 1890(明治 23)年か らの数年間を ｢日本文学史の季節｣ と称 し､そ

の当時 の ｢国文学史｣について､以下のよ うに総括 している3｡

多様であった とはいえ､みな中学生､つま り日本の未来の担い手 とな

るはずのエ リー トの卵たち向けの教材 として編まれた もので､国民国

家 の文化的アイデ ンテ ィテ ィを形成す るための手段 とい う役 割 を負

ったもの｡

た しかに､ このよ うな性格を ｢国文学史｣が持っていた ことは､例 えば三

上 ･高津の 『日本文学史』に明瞭に表現 されている4｡

文学は人心の反照な りD故に､文学史 を以て､古来 ､人 の智徳 の進歩

せ し縦跡 を探 り､時代によりて､人間の思想､感情､想像 に高下ある

を知 り､ さて､之に応 じて､其時代の人情､風俗､噂好 の類の如何な

りしかを､察すれば､膏に人を して､見聞を広 くし､智識 を増 さしむ

るのみな らず､之に鑑みて､英人の思想､感情､想像を高 尚に し､其

噂好を優美 にし､また野卑随俗なる性情 を脱 し去 りて､道徳 も之によ

りて明かに､政教 もこれ によりて進み､従ひて凡ての人間 を して､漸
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く此世に生活す といふ大 目的なる､真性の幸福の存在せ る方針に､向

は しむ ることを得べ し｡

このよ うに ｢人心の反照｣である ｢文学｣お よび ｢文学史｣を学ぶ ことの

意義を説いている｡ 同様の記述は芳賀 ･立花の 『国文学読本』 に も確認で

きる (｢蓋 し文学は其終極の意味に於ては､一国生活の写影な り｡人民思

想の反映な り｣5)｡

しか し､ ここで着 目したいのは､三上 ･高津に しても芳賀 ･立花に して

も､鈴木の指摘す るところの ｢国民国家の文化的アイデ ンテ ィティの形成｣
に加 えて､もうひ とつの役割 を ｢国文学史｣に託 してい ることである6｡l三

上 ･高津の場合､前掲の引用の後に､次の記述が見 られ る｡

今 ､余輩が､此文学史を著 して､本邦文学の光輝 を発揚 し､以て右 に

云- る効果 を奏せん事 を黄ふ は､特 に今 日に於ては､甚 だ必要の こ

と ゝ信ず｡蓋 し文学史は､国民を して､ 自国を愛慕す る観念 を深か ら

しむるのみな らず､現時文章の体裁の千差万別なるを憂ふ る者は､此

史に徹 して既往 に鑑みなば､其従す るところを定む るにつ きて､稗補

す ることあるぺければな りn

ここには ｢自国を愛慕す る観念｣に加 えて､ ｢文章の体裁｣についての ｢稗

補｣を文学史に求めていることが示 されている｡つ ま り､当時模索 されて

いた ｢普通文｣のあ り方についての知見を得 ることを目的のひ とつに挙げ

ているのである｡芳賀 ･立花 もその ｢例言｣に以下の記述が見 られ る70

此書古代に略に して近代に詳なるは､普通文の模範 とすべ きもの彼 に

在 らず して此に在ればな り｡徒に高尚なる古文 を今 日に通用せ しめん

とするが如きは編者が志にあ らず｡

掲載す る作品や文章の軽重を判断す る際に､それが ｢普通文の模範｣た り

うるか とい うことが考慮 されていることが示 されているのである｡

国文学史に ｢文章規範 を学ぶ｣ とい う要素が含まれていたことは､上 田

万年の 『国文学』緒言か らも読み取れ る8｡

著者 は又文学 の教科書 を以て単に語法作文の練習用に供す る者 のみ

とせず学生 を して間接 に古昔の聖賢 と談話 し前世 の豪傑 と相見え し

めて以 て進んでは高 尚な る理想 の快楽 を得せ しめん と欲す るものな

り

この記述か らは､当時 ｢国文学史｣が ｢語法作文の練習｣のために扱 うと

い う考 え方が存在 したことが見えて くる (もっとも､ここは上 田が ｢国文

学史｣ を文章規範 を学ぶために用いることを主眼 としない ことを述べてい

るくだ りではあるが)｡明治 20年代における ｢国文学史｣は､その 目的

論において も多面的な性格 を持ったものであったことが､ここに示唆 され

ているだろ う｡

3.明治 30-40年代 (細 目 ･要 日下)における ｢国文学史｣教科書の統一

性

3･1.明治 30-40年代の ｢国文学史｣テクス ト

前掲の上 田の 『国文学』のよ うに､すでに明治 20年代前半か ら､教科

書検定 を通過 してい る ｢国文学史｣テクス トは存在す る｡ しか し､旧制中

学校用の教科書 として検定を通過す る ｢国文学史｣テクス トが増加す るの

(5)



は､ 1898 (明治 31)年の細 目策 定前後か らである｡ ここか ら 1911(明治

44)年の要 目改訂において ｢国文学史｣が廃止 され るまでの間 に､検定を

通過 した教科書は計 22点存在す る｡ これ らの 目次お よび緒論 ､総論な ど

か ら､明治 30 年代以降 に教科書検定 とい うかたちで承認 され た ｢国文学

史｣の編集 方針 についての考察を行いたい9｡

【表 要 目(丑公布下 (1902(明治 35)年～1910(明治 43)年)に教 科書検

定 を通過 した国文学史教科書 (『尋常中学校教科細 目調査報告』 以後のも

のか ら掲載)】
題目 発行 検定通過 編 集 者.

1 中等国文史 30.4.25訂正再版 _ 30.5.1 新保磐次
2 日本文学史要 32.1.30訂正再版 32.2.16 佐々政一
3 刷訂国文学小史 34.3.12訂正再版 34.3.14 和田寓吉 .永井一考
4 中等教科 日本文学史 34.3.23訂正四版 -34.3.25 内海弘蔵
5 日本文学史教科書 34.12.26修正再版 34.12.27 藤岡作太郎
6 国文学史教科書 35.3.18訂正再版 35.3.25 高野辰之 _
7 中等教科 日本文学史 35.4.3訂正再版 35.4,15 笹川種郎
8 中等国文学史 35.6,28訂正三版 35.7.3 大林弘一郎
9 中学国文学史 35.ll.5訂正再版 35.ll.ll 弘文館
10 新体日本文学史 35.12.27.訂正四版 36.1.9 題井正男 .高橋龍雄
ll 日本文学史 36.8,23訂正再版 36.9.9 池迭義 象

12 国文学史教科書 36.8.13訂正再版 36.9.9 落合直文 .内海弘蔵
13 国文学史教科書 37.2.29訂正三版 37.2.29 鈴 木 暢 幸

14 新体日本文学史教科書 37.9.23訂正再版 37.9.29 藤岡作太郎
15 提要日本文学史 37.12.22訂正再版 37.12.26 笹川種郎
16 日本文学史 38.1.23訂正第二版 38.2.6 境野正
17 国文学史教科書 38.12.21訂正四版 39.1.8■ 小倉博
18 修訂新体日本文学史 39.3.27訂正六版 39.4.7 題井正男 .高橋龍雄
19 国文学史提要 39.11ー16訂正再版 39.ll.17 佐々政一
20 日本文学史綱 40.1.17訂正再版 40.1.17 畠 山健

21 訂正日本文学史 40.3.30訂正五版 40.4_20 境野正
22 新体国文学史教本 43.2.18訂正再版 43.2.26 岡井慎吾
※発行および検定通過年月日については簡略に示した｡r30.4.25｣とあるのは､ ｢明

治 30年 4月 25日｣の略記である｡

3･2.構成法の一元化

明治 30 年代の ｢国文学史｣テ クス ト群 を概観 してい くと､そ こにある

種 の統一性 を見出す ことがで きる｡

まずは､その構成法に関 してである｡ もっ とも､構成 につい ては､細か

い部分では差異がある｡時代 区分 に関 して､ ｢奈 良時代以前｣ と ｢奈 良時

代｣を別 に して章 を立て るもの (上表 3な ど)､それ らをま とめ て ｢上古｣

(上表 5~な ど)あるいは ｢平安朝以前｣ (上表 6な ど)とす るものが ある｡

また､鎌倉時代 と室町時代 を別に章立てす るもの (上表 10な ど) があれ

ば､ ｢鎌倉及 び室町時代｣ として､つま り ｢近古｣時代 をひ と くく りにす

る もの (上表 7な ど) もある｡ また､冒頭 に緒論 として ｢国文学史 とは何

か｣ ｢文学 とは何か｣についての説明を加 えた り ｢文学史の概略｣ といっ

た ものを述べ るもの もある｡ しか し､ これ らのほ とん どは､各作 品 ･文献
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を上代か ら近代に向かって､時代 を下るかたちで排列す る とい う点におい

て共通 しているO これについての例外は一点のみである10｡

既 に見てきたよ うに､明治 20年代に編まれた文学史テキス トの中には､

た とえば′J､中村本 のよ うに､ ｢学問｣ ｢歴史｣ ｢文章｣な どを大項 目とし

て立てるテキス トがあれば､芳賀 ･立花のように､文献や作品の作者たち

を大項 目として展開 させてい くもの も存在 した｡ しか し､ この よ うな構成

の多様性は､明治 30年代以降見 られな くなるO

なお､小 中村は明治 30年代になって､教科書検定を通過 した ｢国文学

史｣テ クス トを編集 しているが､その構成は明治 20年代の r中等教育 日

本文学史｣か ら大きく変更 されている｡1903(明治 36)年 に検 定を通過

した 『日本文学史』 (上表 11) の 目次は以下の通 りである｡

第一章 上古文学一斑

(-)歌 (二)祝詞及び寿詞 (三)漢文学及び仏教の伝来

第二章 奈良時代の文学

(-)宣命文 (二)叙事文 (三)歌 (四)漢文学 (五) 片仮字及び

五十音図

第三章 平安時代の文学

(-)平仮字 (二)物語文 (三)随筆文 (四)序文 (五)歴史文 雑

著 (六) 日記紀行文 (七)敬 (八)舞曲朗詠 (九)漢文学及びそ

の編著

第四章 鎌倉時代の文学

(-)戦記文 (二) 日記紀行文 (三)歌 (四)雑史及 び随筆文 (五)

漢文学の形況

第五章 室町時代の文学

(-)雑史及び雑著 (二)謡曲 (三)御伽草子 (四)歌及び連歌 (五)

漢学の衰碩

第六章 江戸時代の文学

(-)和漢混交文及び漢学 (二)擬古文及び国学 (三) 歌 附狂歌

(四)戯曲及び小説 (五)俳詣及び俳文

第七章 維新以来文学変遷の概略

た しかに小項 目としては漢学や国学 (つま り ｢学問｣)､あるいは ｢叙事

文｣ ｢戦記文｣ といった種々の文章ジャンルによる項 目立てが な されてい

る｡ しか し､大項 目としては､他の教科書 と同様に､ ｢上古｣｢奈 良｣｢平

安｣ と時代区分の構成 を採 っているのである｡上 田が 『国文学』の中で述

べているよ うに､明治 20年代には ｢文の類｣ ｢文の体｣ ｢作者 の順序｣

といった多様な観点による文学史テキス トがあった｡その多様性 が明治 30

年代においては見 られな くなるのである｡

3･3.日的論の一元化

次に､その 目的論に関 してである｡上表の うち 6,7,8,9,10,13,14,15,18,
20,22(11冊)か らは､ ｢国文学史は国民性が反映 された ものであ り､国
文学史 とは､それ を通 して国民性 を学ぶ ものである｣ とい うよ うな内容が

確認 され る｡その一部 を以下に紹介 しよ うO

文学の定義 につきては異説多けれ ども､ 『人の情的想像 を文字にあら

は したるものな り』 といふ を穏 当とすべ し｡ 日本の文学 は､ 日本人特
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有の情的想像 をあ らはせ りo而 して古往今来､そが変遷発達の蹟を叙

して､国民の優美なる崇高な る心理 を探尋す るものを､ 日本文学史 と

す｡ (上表 10)

文学は人の思想感情 を文字に現はせ るものに して､進んでは人生の秘

奥を開 き､造化の妙理 を窺ふ に至るな り｡

一国には､必ずその国民に固有なる思想感情具は り､その国の文学は

よくこの特質 を発揮す｡なは一時代にはその時代の特質あ り､文学者

には個人の特質あ り｡一国の文学史は､ これ らを挙げて説 明批評 し､

その変遷の由来を究む｡

されば 日本文学史は､わが国民に固有なる思想感情が､各時代 におい

ていか に転化 し､諸大家によっていかに異同あるかを究む るものな り

(上表 14)

文学の意義 に二あ り｡-は広 き意義 に して､美文 ･韻文のみな らず､

あ らゆ る学術上の作 をも併せ た るものをいひ､- は狭 き意義 に して､

感情 ･想像な どを主 とした る美文 ･韻文の作のみ をいふ､ これ な りo
而 して､この文学の起源 ･発達 ･変遷の速を叙述す るもの､これ を文

学史 といふ｡本書は､狭義の 日本文学史を叙述せ るものな り.

抑､一国の文学の性質は､其の国民の特性に基き､国民の特性 は､風

土の影響を受 くること極めて多きものな りn (上表 20)
この よ うな ｢国文学史｣の 目的論については､明治 20年代の ｢文学史｣
テ クス トに も､通底す るものである｡

しか し､ ここで見逃せないのは､明治 20年代には一部に見 られた もう

ひ とつの ｢国文学史｣観が､明治 30年代以降の､つま り要 目制定下にお

けるテ クス ト群には見 られない ことである｡それが､ ｢文章の規範 を学ぶ

ための文学史｣ とい う観点である｡今回調査 した ｢国文学史｣テ クス ト群

の中で､そのよ うな ｢国文学史｣観 を明示 しているものは､一点 もないo

つま り明治 30年代に至って ｢国文学史｣は､ ｢国民性 の清美 ｣ とい う点

にその 目的論が一元化 されたことが考え られ るのである｡

3･4.明治 30年代における芳賀矢-の論稿か ら

第 2節で紹介 した細 目の調査委員の うち､特に芳賀矢-が明治 30年代

になってか ら発表 した論稿か らは､明治 20年代か ら 30年代における ｢国

文学史｣観 の変遷が読み取れ る｡前述のよ うに､明治 20年代 にお いて芳

賀は､ ｢国文学史｣の内容 として採 り上げる作品群が ｢普通文の規範｣た

りうるか とい うことについての配慮 を示 していた｡ しか し明治 30年代 に

なってか らは､その ｢文章の規範 を学ぶJとい う目的を捨象 し､ ｢国民性

の酒養｣ とい う目的を強調す るよ うになるのである｡

まず､1899(明治 32)年に刊行 された 『国文学史十講』の中で芳賀は､

｢文章を作 る学問｣ としての ｢文学｣や､小中村 ･増 田のような ｢我国の

芸文の歴史､学問全体｣ としての ｢文学｣を (名指 しで)否定 し､ ｢書か

れた もの､即ち製作物の歴史｣ として ｢国文学史｣を構成す る ことを主張

してい る11｡

(8)



吾 々の先祖がその思想感情 を国語の上 に現は して置いた ものが立派

に美術品に出来て居 る､それ を国文学 と名 けるのであ ります｡国文学

の歴史は さう云ふ美文の歴史だ と云ふ事を御承知下 さい凸 文学史の立

て方によりては強ち美文の側ばか りを取 らず､すべての書物の中で実

用 を主 とす るもの丈けを省いて､理想 を主 とした ものは悉皆文学 とし

て取扱ふ といふや り方 もあ ります｡即ち詩的の書物ばか りでな くあま

り美文 とはいはれぬ､学術上の書物等 も文学史の中に入れ る場合 もあ

ります｡今玉には輪狭い意味で美文ばか りを取って御話す るのであ り

ます｡

そ して この ｢美文の歴史｣を通 して､ 日本人の国民性 を学んでい くところ

に重点 を置 こうとす る｡要 目制定後に発表 された論稿の中で芳賀は､ ｢国

文学史｣が ｢中等教育に於ける所の国語 と云ふ もの ゝ教授の中枢｣である

と述べ､その重要性 を以下のよ うに訴えている｡ 12｡

文学史の 目的は種々あ りますが､元来文学史 と云ふ ものは国民の思想

感情を尽 く発露 したもので､それを知るのが 目的であ ります｡文学 と

云ふ ものは一般 の科学に対 し学術 に対 しま して一種別 な ものである｡

真理を語 るものでなく寧 ろ空想 を話す ものである｡ さ う云ふ領分を持

って居 る文学それ を取って研究す るのが文学史であ ります ので､其の

国民の想像国民の思想 の走った領分 を引括 めて其の歴 史 を見 るのが

即ち文学歴史で､国民の心性 と云ふ ものがそれ に依って分 るものであ

ります し､国民の思想感情の歴史がそれに依って分 ると云ふ ことが文

学史の 目的であるのである∩

『国文学史十講』が､それ以降の ｢国文学史｣に対 して与えた影響につい

ては､複数の先行研究が言及す るところである13｡本稿で も紹介 したその

目的論はさることなが ら､構成法の側面においても､同書 において示 され

た ｢上古｣r中古｣ ｢近古｣ ｢近世｣ とい う時代区分が､後の ｢国文学史｣
テクス ト群 に引き継がれてい くことが指摘 されてい る14｡ しか し本稿 にお

いては､先行研究の述べるよ うな芳賀の影響力 よ りも､む しろ芳賀 自身が

その r国文学史｣観 を､あるいはその構成法を変化 させている ところによ

り注 目したい15｡次節で述べるように､このよ うな ｢国文学史｣の変化が､

｢古典｣概念形成史において持つ意味について考察す ることが､本稿の主

眼であるためである｡

4.ま とめにかえて一教科書か ら見る ｢古典｣ と しての ｢国文学史｣一

前節において挙げた明治 30-40年代の r国文学史｣テクス トの特徴は､

｢国文学史｣が国語及漢文科の中で､ ｢古典｣の機能 を担 っていたことの

証左 となるだろ う｡

｢国文学史｣テクス トに ｢文章の規範を学ぶ｣ とい う役割 も認 められて

いた明治 20年代においては､その r古典｣ としての機能は確 立 していな

かった といえる｡そこにはまだ､ ｢国語｣ としての要素が含 まれているた

めである｡しか し要 目･細 目公布下においては､その要素は捨象 され､ ｢国

民性 の酒養｣とい う目的で国語科内に設置 されている｡これは ｢国文学史｣
が ｢国語Jか ら区分 され､それ とは対置 され る機能､すなわち ｢古典｣ と

しての機能 をすでにこの時点で確立 させていた とい うことである｡
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このよ うな ｢講読｣ と ｢国文学史｣の区分は､教科書編集者 たちの以下

のよ うな編集上の配慮によって も実現 されていた｡

文例の精解 し難 き所は成 るべ く漢字 を炭めて之に傍 訓を施 p,3せ り､
こは文学史の科程は大いに読本 と趣 きを異にすればな り｡ (上表 1)

ページの上の制限 よ りして､著者はまた今 日行はれつ ゝある何れの

読本 に も収 められたる保元物語､平治物語､源平盛衰記､平家物語､

太平記､増鏡 ､徒然草､神皇正統記､土佐 日記､大鏡､栄花物語､

十六夜 日記､及び江戸時代の和漢混合文､万葉集以後の歌等は､す

べてその例 を挙げず して､単に説明のみに止 めた り｡ これ生徒 は班

に読本 に於て､それ らの文章に接せ るものなるを以て､特 にこ ゝに

その例 を重複 して､ページを割 くの要な しと信 じたればな り｡ (上

表 4)

鎌倉時代の戦記文随筆文等 を始め､以下江戸時代の漢学者 の和漢混和

文等は､大概 ､現時の中学国文読本 中に網羅せ られたれ ば､その部分

にかぎ りては､故 らに文例 を省略 した り､重複 を厭ひてな り｡ (上表

9)

この よ うに､複数のテ クス トに､ ｢講読｣ との重複 を避 けよ うとす る方針

が明記 され ているのである｡ これ によって ｢講読｣ と ｢国文学史｣ は､そ

の 目的に沿って､掲載 され る内容や分量が区別 され ることになった｡ この

よ うな編集上の配慮が結果的に ｢国語｣ と ｢古典｣の分化をもた らす こと

に もなっているのである｡

国語及漢文科 における ｢古典｣の位置づけやその範囲は､その後要 目の

改訂 の度に変化 してい くことになる｡ まず､1911(明治 44)年の要 目改

正 の際には､ ｢国文学史｣が廃止 され ることになる｡ これによって国語科

か ら ｢古典｣の領域がな くな り､いわば ｢国語｣-の傾斜が生 じることに

な る｡その次に改訂が行われた 1931(昭和 6)年においては､ ｢講読｣の

- 内容 として ｢国文学史｣が再び採 り上げ られ ることにな り､ さらに ｢請

読｣ の範囲か ら時代的制限が撤廃 され､上古か ら明治以降の文章まで､す

べての時代の文章 を扱 うことが認 められ ることになった｡詳細 はここでは

述べ られないが､ この ときに成立 したのは､明治以降の文章 を ｢現代文｣

(す なわち ｢国語｣) として扱い､近世以前の文章を ｢古典｣ として扱 う

文章観であった｡ このよ うに僻瞭すると､1902(明治 35)年は､ ｢古典｣

概念 の要明期､あるいは揺監期 と捉えることができるだろ う. しか しこの

ときの ｢国文学史｣は､すでに ｢古典｣ としての機能 を備 えていた といえ

る｡ 明治 20年代 にあらた多様な国文学史か ら､ ｢国語｣ としての要素を

捨象 したかたちで要 目の ｢国文学史｣は策定 されたのである｡

(や ぎ ゆ ういちろ う 信州大学教育学部)

注

1 国語教育関連法令において ｢古典｣と̀い う語が使用 され るのは､1943(昭

和 18)年の中学校教科教授及修練指導要 目においてである｡ しか し､法

令 の内容 とその変遷 を分析 してい くと､如上の法令 において ｢古典｣が
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明示 され る以前か ら､国語科の中には ｢古典｣の機能を担 った科 目や領

域が存在 していた ことが見えて くる｡その中でまず注 目され るのが､本

稿において考察の対象 とす る要 目である｡

2 上田万年 『国文学』巻之-､東京書韓､1890 (明治 23)年､pp.314

3 鈴木貞美(1998)『日本の文学概念』作品社 ､p.220
4 三上参次 ･高津鍬三郎合著､落合直文補助 『日本文学史』上巻､金港堂､

p.5
5上 田万年閲､芳賀失一 ･立花銑三郎編 『国文学読本』冨山房 ､1890(明

治 23)年､pp.ぬ･る

6 前掲､三上 ･高津､p.5
7 前掲､芳賀 ･立花､例言 よ り

8前掲､上 田､p.2
9 表には各テ クス ト検定通過年月 日を示 しているが､今回の調査 において

は､すべての教科書の検定通過版 を見 ることはできなかった｡ しか し､

今回は教科書内部の詳細な記述ではな く､編集方針 と構成 をその分析の

対象 としたため､検定通過版以外の版 であった としても､その資料の信

頼性は保たれ るもの と判断 してい る｡

10 なお､上 田の 『国文学』のよ うに､近世か ら時代 を遡 るかたちの構成 を

試みたテ クス トは､一点のみ確認できた (表 22)｡ しか し､大勢 として

は三上 ･高津のよ うな排列による構成が 占めることとなる｡

11 芳賀矢- 『国文学史十講』冨山房､1899 (明治 32)年､pp.5･6
12 芳賀矢- ｢中等教育に於ける国文学史｣ 『教育公報』276号､1903(明

治 36)牢 10月 15日､p.4
13 久松潜- (1976)『日本文学評論史 理念 ･表現論篇』至文堂､森修 (1990)

『文学史の方法』塙書房な ど

14 昭和女子大学近代文学研究室 (1967) ｢芳賀矢-｣『近代文学研究叢書』

第 26巻､昭和女子大学､pp.112･113
15 芳賀の論稿 に見 られ るよ うな ｢国文学史｣観の変化が生 じた要因につい

ての考察は､今後の課題 としたい｡ これ を明 らかにす るためには､明治

20年代～30年代における ｢文学｣観の変遷 に も言及 してい く必要があ

ると思われ るが､それについては別稿であ らためて論 じることにす る｡
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